
たざるを得ないところがあると思 います。

そ ういう意味では、現在、国家資格の上位資格 としてどういったものが創 られ機能 しているかも

念頭にいれ る必要があると思います。例えば、栄養士には、管理栄養士が上の段階 と して法律で位

置づけられてお りますが、今や管理栄養士が一般的な資格になつてお り専門職 と しては、栄養士が、

いわば中 2階的な位置づけにな っているのか も しれません。それか ら、御紹介いただいた看護師に

ついては、法的な位置づけはあ りませんが、認定看護師というのは診療報 IllIの 中で幾つか取 り入れ

られ る中で、特に意味を持 つてきている、意義を持つてきていると思います。人数 もかな り増えて

きている。 しか し、数の面では看護師の ごく下部です し、まさに、「専門」 とい うのにあ、さわ しい

状況にある。

法的に位置づけられているとい う点では、調理師に対 して専門調理師・調理技能士 とい う資格が

あり、養成 もな されていますが、 これは、我 々が ここで考 えようと しているもの とは違 つている。

今、介護福祉士の上に何かつ くつてい くとい うのは、あ くまで受ける国民の側の 目線にある程度

立たなければいけない。それか らもう一点は、今、介護福祉士、あるいは介護技術 というものが ど

の レベルにあるか ということだ と思 うのですね。以前 申 し上 げま したけれ ども、やは り専門性、専

門職 を考えるときには、石橋委員のおっしゃったことと重な りますが、技術そのものを「勉強する」

部分 と、それか ら実際に「できる」という部分ですね。私、サイエンス とクラフ トという言葉 を使

いま したけれ ども、残念 なが ら、介護の学問のサ イエ ンス とい うのが、今の ところ、私 はまだまだ

これ か らではな いか、む しろ今後期待 したい とい う状況にあると思 うのですね。

今、スペシフィックなものをつくっていきますと、例えば看護師の中にも、資料にあるように、

皮膚・排泄ケアとか、摂食・朧下障害看護とか、認知症看護とかございます。これはたしか何年か

に一回見直 してどんどん増えてお ります。この中にいろんなものが出てきたときに、例えば障害児

の話とか、そういつたことが出てくるかもしれない。そのときに、今、介護の方でスペシフィック

なものに突つ込んでいったときに、結局、看護でやられているものを、相当中途半端にしたような

ものになりはしないかと。介護福祉学の専門性が十分確立 していない中で、対象や方法を狭めたス

ペシフィックな制度を創ることが、果た して、我々が望む、国民が望むような介護が構築されてい

くだろうかということだと思うのですね。私は、現時点での介護学、あるいは介護技術の体系から

言えば、当面はジエネリックなものをベースにしていってはどうかと。

因委員のおつしやるように、将来的にはスペシフィックなものも当然求められていくのだろうと

思いますけれども、現状及び、それから看護という近接分野があるということにかんがみて、スペ

シフィックというのは、どうなのだろうかと。また、因委員のおっしゃったことはもつともなので

ございますが、私は、認知症を専門にしてないから認知症の高齢者のところに行けませんとか、私

は摂食・鳴下のことがわかりませんということが言えないのが介護福祉士のいいところではないか

なあと思つていたりもするものですから、そういう意味では、ジェネリックなもので 2階 をつくる

という方がいいのではないかと思つています。

以上です :‐

○駒村委員長 今 日は結論が出るわけではないですけれども、大いに議論すればいいと思います。
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よろ しくお願い します。

○因委員 誤解のないよ うに言 つておかないと。私も、ヘルパーを していたので、さっきは、重身

の施設では介護がち ょつと自信あ りませんと言いま したが、できないわけではないのですよ。多分、

どこに行 つてでもできると思います。介護福祉士は。だけど、よ り質の高いものができるか という

と、私はもうちょうとその分野で特化したものが必要と言うただけですので。介護福祉士は一応、

どこに行つても仕事ができると思っています。それを追加 しておきます。

○駒村委員長 藤井委員。

○藤井委員 追加を念のためしておきますが、ここにもありますように:認 定看護師というのが 600

時間というものでございます。我々、これぐらいのものをやはり考えるだろうと思うのですね。そ

のときに、今の介護の現状において、介護福祉士の上に分野別に設けて、数百時間の研修を組み立

てうるのか、この現実論もあるように思うのですね。そういう意味でも、私は、とりあえずはジェ

ネリックなもので、特に個別ケアが進んでいく中に、小規模のチームでケアを行つていくための資

質を認定 していつてはどうかと。

先ほど、田中委員がおっしゃった、管理職、中間層的な人間がなかなか育たないというのはまさ

に、そこの小規模なチームで責任を任せられる人間がなかなか育つてこないということでもありま

す し、そうぃった人たちをイメージしたジェネ リックな介護福祉士の専門版、認定版というものの

方が現実性があるのではないか。因委員のおっしゃっていること、全 く否定する気ではなくて、将

来そうならなければいけないと思うのですが、現に今、我々が考えていくのはジェネリックの方が

いいのではないかなと思います。

○駒村委員長 では、廣江委員、桝田委員の順でお願いいた します。

○廣江委員 私は、今、藤井委員もおつしゃいましたように、介護というのがまだ学問的にきちん

と検証されてない部分といいますか、または論文だとかいろんなものが看護に比べたら格段の差が

あると思います。これを何とか少しでも縮めていくことがまず一つの方向としてあるのではないか。

そのためには、大学関係者の方に誠に申し訳ないですが、東大と京大 ぐらいに 1個 ぐらいずつ専門

の大学院をつくったらいいのではないのとか言つていましたけれども、また、そうぃうことを言 う

となかなか実現できませんので、社会事業大学に専門的なものでもつ くっていただぃて、そこがき

ちんとしたシンクタンクのような形で、学問的なエビデンスを持つた り、主張するようなところを

つくっていく。そ して、そこでできないものをまた専門性を持つた介護福祉士にフィー ドバ ックし

ていつて、今、言つたような総合的な力を持つたような介護福祉士をつくっていけばぃぃ。

それからもう一つ、大前提として、専門学校に通うということはなかなか不可能ですので、現場

で働きながら単位を取つてきて試験が受けられるようなシステムにしていかなければいけない。

それか らもう一点は、今度は介護福祉士会さんがいらっしゃいますけれども、ここを強化 してい

かないと、看護協会のような会員数とか組織力を持つてやらないのに、これを今ここで幾ら議論 し

ても、はっきり申し上げて、誠に申し訳ございませんけれども、我々も努力が足らないこともあり

ますけれ ども、介護福祉士会が弱過ぎる。これを徹底的にやはり強化 していかなければ。私 ども経

営者協議会としても、何とかここは我々の力で強化 していくことが私たちの職場の活性化にもつな



がるので、できるだけ私たちも一緒になってや りたいということを何回も申し上 げています。とい

うことで、是非そ ういうことを考えていかないと、これが具現化、うま くいかないのではないだろ

うか と私は思 ってお ります。

○駒村委員長 では、桝田委員。

○桝田委員 今 、介護の現場で、介護福祉士さんがいわゆ る介護の対象 とする方 というのは限定的

ではないですね。どうしても、高齢者であれば高齢者です けれ ども、認知症の方 もおれば身体的機

能の弱い方もおる。現場で求めている専門性の高い方 とい うのは、ほかの介護職員 さんはある程度

指導できる立場の リーダー的な方が、今、求め られている6そ うす ると、今す ぐに専門性の高 いと

いう部分で、例 えば認知症ケアを突き詰めてい くという方、その方が求め られ るよ りも、もう少 し

幅広 くいろんな知識 を持 つて新 しい職員を養成する、指導す るという立場の人がまず一番現場でも

求め られて くる。

そ うなると、ある程度範囲は広 くても、実務経験 を積んで、次の研修ステップを踏んで、リーダ

ー的な部分の専門性 を持 つて くる。その中で、例えば障害者の場合 と高齢者の場合 とは違いますの

で、それは当然分 けて考えるべきと思 うのですけれ ども、専門介護福祉士、認定介護福祉士等のす

ごく範囲の狭 い部分の究極の専門性 というのを今す ぐ求めて、それができるものでもないだろうと。

ですか ら、研修体系もとりあえずは、今の現場の 3年 ない し5年 ぐらいの実務経験の方が取 り組め

るだ ろうという実態の部分を考 えるべきだろうと。

例 えば 1年 間学校に通 つて認定何 とかかんとかという形でするとなると、実際に行ける方 という

のはす ごく限定 されて しま うと思 うのですね。それよ りも、働きなが ら次のステ ップに上がってい

ける形の、キャ リアラダーを構築できる形の専門介護福祉的な部分 をまずつくって、それが定着 し

た段階でその上のステップの部分も考えてい くべきでないか。できる限 り、今の介護福祉士 さんが、

私 も頑張 つた ら大文夫だ とい う程度の部分でまずスター トを切 るべきでないのかなと思 つてお り

ます。

○駒村委員長 いろいろな両論、今、出ておりますし、ステップをどう考えるのかという議論もあ

りますけれども、今の深さか広さかにつぃて、ほかの御意見ございますでしょうか。ほかの方はい

かがでございましょうか。

事務局、あとこの問題で2回議論ができると思つていてよろしいのでしょうか。今後の審議予定

スケジュールを見ますと。

○泉福祉 人材確 保 対策室長 今回 を入れ て 2回 を想定 して お りま したが、勿論 、議 論の進展 に よっ

ては当然伸縮 あ り得べ しとは思 ってお りますが、今回 と第 6回 の、その時 点で議論 が収東すれ ばあ

りがた いかな と思 ってお ります。勿論 、最後、第 晏回の辺 りで報告書案 をま とめ る ことにな ります

ので、その時点 でまた皆様の御意見の御確認は当然で きる と思 います。  1
0駒村委員長 資料 1に あるように、高い知識の議論というのは今回と次回ということでございま

すけれども、今のところ、今日の議論を見てわかりますように、2つ に意見が分かれておりますの

で、またいろいろ資料も、もしございましたら、次回、それぞれの委員から、現実はこうなってい

るんだとか議論がございましたら、また用意していただいて議論を深めていただければと思います
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けれ ども、このところは大変重要な話の分かれ日でございますので、少 し議論を深めておきたいと

思います。ほかの委員の皆さん、いかがでしょうか。では、馬袋委員、お願いします。

O馬 袋委員 議論 している中で、やはり先輩から学ぶということをした方がいいのかなと思つてい

ます。看護協会の中で、認定看護師、研修にこの 600時間を取られている。また、勤めながら実際

にそれがどのように行われているのか、その現状を確認することが大切だろうと思 うのですね。看

護師も足らない中で、そしてこの認定を取っていかれているというその在 り方、それに対する体制、

それに対する内容はどのようになつているのかというのがまず 1つ あるべき姿だろうと。

では、現状の介護福祉士のメンバーが、一足飛びにはそれはできないけれども、段階的にこのよ

うになった過去の歴史の中でどういう段階で進めていったというところを、先輩か ら学び、そ して、

ここまで体制をとつてでもやれているというところの実態を理解 し今、私たちの現実との比較をし

てみたところで、一つのやり方としての示唆があるのではないかと思います。是非そこについては

事務局の方で調べていただいて、御提案いただければと思います。

○駒村委員長 これは事務局の方から、認定看護師の 600時間、どのようにやつているのかという

状況の報告を、次回、資料を用意 していただきたいと思います。ほかの委員、いかがでございまし

ょうか。北村委員、お願いいたします。

○北村委員 専門性については深さ、広さと両方必要なのだなと思いつつ、2つ 目にあります、最

終的にサ=ビ スの質のアウ トカム、評価という話になります。報酬もそうですし、今の様々なサー

ビスも、当然、サービスの質の向上という言葉を使うたびに、その評価軸、指標が必要だというこ

とになります。そこは学問的、学術的にも多分今ないというような状況で、先ほどのキャリア段位、

一番最後のページにもありますような、現在の職業能力評価基準が各サニビス別にあつて、初級、

中級、上級とか、それな りにマネジメン トカとか、指導ができるとか、教育ができるというパター

ンに押さえはつくってあるという状況です。それらを踏まえて、より高い技術・知識というのを介

護福祉士に限定 して、その上に乗せるというのは、現状のサービスの中で一応そういった指標はあ

るのですが、それ以上のものを求めるとなると、特にチームケアのマネジメントカとか、それから

管理能力を含めて考えるとそこの質の評価みたいなものの軸も、もう一度ここでつくる、検討とい

う意味になると思います。そこは逆に、深さ、広さを論ずるときに、最終的に何か評価する指標が

必要で、看護師で したら、テス トが、筆記試験があるとか、研修だけ終わればいいということを含

めて、筆記試験で何を見ているかというところがはっきりしていると思います。例えば介護の場合

は何 を明確にさせてテス トすればいいのかというところを踏まえて考えていかな くてはいけない

のと、現状は単純な顧客満足度であったり、個々の技術面は、できるできないとか、標準化はでき

ると思 うのですが、それ以上のところの評価 というのは今までも難 しいという状況だと思います。

そのあた りを見極めていく、そこを是非つくっていくべきだと思つています。この在 り方検討会の

中でもう少しまた、ワーキングでもつくりながら、各先生方にも御努力いただきながらつ くってい

くということが必要なのだなという気が しております。

○駒村委員長 この介護サービスの質というのは、指標は何なのかというのはずっと議論になって

いる問題であります し、看護や医療と違つて、科学性、学問性というところがまだまだの中で、客



観的な指標 とい うのはできるのか どうなのか。ここを深めていくと大変な作業になつてい くだろう

と思います。

ただ、これは事務局 としては、そこまで この時点で深めてい くのか、そこの ところはもう少 し待

たなければいけない部分があるので、先ほど藤井委員か らあつたように、今つ くるとすれば、適用

範囲の広さ、さまざまな状況に対する対応力や職場におけるリー ダー経験か らの リーダー シップが

とれるかとい うよ うなところをこの原案は意識 していたのではないか と思 つてお ります。

勿論、そ うではな くて、専門性 とぃうの |ま 深めるべ きだ という見方もあるかも しれませんので、

この辺については、まだ次回以降議論があ りますので、先ほど申 し上げたように、資料等 、も しあ

ればどんどん出 していただいて議論 していきたいと思いますけれ ども、北村委員のおつしゃること

はその とお りだ と思います。ワーキ ングというところまでい くとまた非常に深い話になってきます

し、学問的な部分のサイエンスの部分がまだの ところでございますので、この検討会だけでできる

かなというのはなかなか難 しいところかなと思います。

ほかの委員の方、いかがでございましょうか。この分野、あるいは深さ、広さだけではな くて、

②、③にういても、もし御意見があれば、今日、御準備なければ、また次回以降でも結構でござい

ますけれども。

では藤井委員、お願いいたします。

○藤井委員 何度も申し訳ありません。今、北村委員がおつしゃった質の関係に関 しては、介護保

険については、質に関する検討会が老健局の方で設けられてもう2年 目でございま して、恐 らくそ

つちの方からどういうことが出てくるのか、あるいはそれをもとに制度化はどう考えておられるの

かというのを是非事務局の方に資料としてお出しいただければいいのかなと思つております。

それに関 してですが、質ということを考えるとで介護の場合は、365日 、24時 間で動かす話でご

ざいますので、一人す ぐれた人間がいたからといつていい質が保てるわけではありませんで、駒村

委員長が言つていただいたように、リーダ∵シップとか、あるいはチームで動 くということが非常

に重要になつて くるわけでございまして、現時点でそういう意味で、一つ‐つの専門をきちんと知

っているというよりは、チームできちんとした介護ができるようにしているというものの方が、専

門という意味で受ける側にとって説得力があるのかなという気がいた しております。

それから、先ほど認定看護師の件で、どのようにやっているのかというのを是非次回という話が

ございました。私も是非聞きたいのですが、 1つ 、私が知っている範囲で申し上げますと、例えば

この中で言 うと、皮膚・排泄ケアの認定看護師が一番多かつたと思いますが、これもたしか全国で

10も やつてないぐらいのオーダーだったと思います。それ ぐらい、一つひとつこれで専門をつくり

ますと、それを教えられる場所とか養成施設が限られてまいります。これが現実論として大きいだ

ろうということだと思います。

もう一つは、さつき 600時間と申し上げましたが、今、介護でこういう専門的なものをつくつた

場合、例えば障害でも認知症でもいいのですけれども、もっと時間が短 くなりや しないかといいま

すか、それ ぐらいなら全部学んでもらつた方がいいのではないかとかなるのではないかという気が

します。そうなると、スペシフィックなものをまとめて専門というよりは、やはり小規模チームを
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動かす際の、よいケアを、個別ケアを実施 していくためのリーダーとな り得る人を養成 しているの

だと言つていつた方がわかりやすいです し、また1動 く側もわかりやすい、それからサー ビスの受け

手の側もその方が安心と安全があるのではないかという気がいた しております。以上です。

○駒村委員長 廣江委員、お願いします。

○廣江委員 私の方の経験からしますと、私がもし介護福祉士だと、今、私どもの法人の職員も、

非常に勉強 したいと、もっと学んでいきたいという、自分で勉強 していきたい、スキルアップして

いきたいという気持ちが職場風土として非常に強くなつてきております。皆さん方のところも同じ

だと思います。その中で、その人たちの念願をかなえてあげるような組織をまずつくらなければい

けない。システムをつくらなければいけない。その中でも、リーダーになって、施設長でも、頑張

つて、キヤリアを上げていきたいとか、または、自分は認知症な り何なり専門に特化 していきたい

とか、いろんな職員がいると思います。それ らいろいろなタイプがあってよろしいと思います。介

護福祉士になったらキヤリアアップしていけるということを、この制度をうまく使いながら引つ張

つていつて:魅 力をもたせ、職場に来たいという人たちをたくさんつ くっていきたい、いわゆるす

そ野を広げていく一つの要因にもなればいいなと思います。

といいますのは、最近私ども、2年 目ぐらいの職員だつたと思 うのですけれども、介護つてこん

な楽 しいものだねということを自分たちの後輩に教えたいということで、自主的に高校回りをし出

したのですね。時間を 1時 間ぐらいとってもらって、スライ ドをつくつて、つたない話かもわかり

ませんが、そんなこと言つたらしかられますけれども、自分たちで一生懸命に話をして回つている

と、私もこういう仕事がやりたいのだという誘因をつくることができるのです。そういうことをや

つていく、そしてすそ野を広げていく、そ してまた、ここに来たらキャリアをちゃんと目指すこと

ができる、介護福祉士で終わ りでないのだということをやはり職員にわかってもらうことが、また

この業界のすそ野を広げていく、職員の数を増や していく大きな礎になるのではないかと思うので、

この制度そのものを本気で慎重につくっていただきたい。そしてそれが目に見えた形で介護職員た

ちにインパク トを与えてい〈、次に続 く若い人たちにインパク トを与えていくような力になればと、

そういうものを是非つくつてほしいなと私は思っています。

○駒村委員長 わか りました。インセンティブの部分ということだと思います。また、事務局は、

資料としては、老健局が検討されている介護の質に関する検討状況については、次回、今、藤井委

員から御指摘のあつた部分については御用意いただけますでしょうか。

○泉福祉人材確保対策室長 はい。老健局と相談 しまして、どのような資料がお出しできるか相談

したいと思います。

O駒村委員長 ほかの委員の皆様、いかがでございましょう。今日の時点で特段、もう一回ござい

ますので、まだ議論は今後続 くと思いますけれども。では、桝田委員、お願いします。

○桝田委員 認定看護師の資料を出していただくときに、この認定看護師がいることによって、診

療報酬上の評価 という部分も同時に資料としてつけていただけませんか。職場で働いている人を研

修に送る、例えば 600時 間研修に送るとなると、それなりの評価があるから事業者の方も送る意欲

というものがついてくると思うのですね。何もなしに、個人だけのレベルアップのためにとなつて



くると、いわゆ る年体 を使 つて 600時 間研修受けることは不可能ですので、職場 として送 り出せ る

体制づ くりとい うの をどう構築 してい く,か とい うのが非常に大 きなウエー トを占めると思います

ので、その資料、お願いいた します。

○駒村委員長 では、用意 をお願 いいた します。

藤井委員、お願 いいた します。

○藤井委員 桝 田委員のおつ しやること、事業を経営 しておられ る側の立場でもっともだと思いま

すが、看護の認定看護師 というのはもともと診療報酬がついて始まつたものでは ございません。看

護協会が 自分たちで質のいい看護を提供 していこうというもとに、きちん と質を高めてい くとい う

努力のもとにこういうものを養成な さってお られたと。そ こに対 して後づけで制度が評価 していた

だいたということですか ら、やは りこれは国民 目線に立 っていただいて、今、認定介護福祉士な り

専門介護福祉士 をつ くつてどのような質の高 いサー ビスが提供できるのか、それ をきちんと養成 し

てい くとそれが最終的には制度 として評価 され るといいね とい う考え方 を私たちは持つべきでは

ないのかなあと。最初か ら、介護報酬で評価があるか ら養成 しようとい う形では、今の時代、国民

の理解は得に くいと思いますので、その点を踏まえた御議論を皆 さん方にお願 いできればと思 いま

す。事務局みたいな ことを言いま したけれ ども、失礼 しま した。

○度江委員 私 もそ う思います。同感です。

○駒村委員長  ほかに。

○馬袋委員 実 は専門の部分の中で、先ほど看護の ところで学びたいといった中に、もう一つは、

現場でや つていて、専門介護福祉士であるとか、そ ういつたプライオ リテ ィが働 いていて、す ごく

モチベー シ ヨンも上がるという内容 と、もう一つは、そういつたものをつ くるマネジメン トの体制

が しつか りして いないと、資格 あれ どもマネジメン トが何 も聞いてあげなけれ ば効果がないので、

多分、今、私たち、現場 も含めてや らないといけないのは、専門性 をつ くるとともに、その専門性

な り、またマネジメン トを生かす体制の一体的なケアのパ ッケー ジとい うので しょうか、ケアマネ

ジメン トを入れ た介護の在 り方 とい うことの中に専門的な要素がかな り入 つていって、介護福祉士

は専門的な人が いるんだよね という内容に持 つてい く途上にあるのではないかなあと。そこが介護

の幅広い面でとらえなが ら、支援を してい く業務の新 しい分野だ ととらえてもいいのかなと思 いま

す。是非そこは議論 しなが ら、専門性 とマネジメン トとい う大局観 をどういう内容で引いてい くの

か というところになるのではないか と思います。これは意見です。

○駒、本寸委員長 山田委員、どうぞ。

○山田委員 これか らも、高齢者、また介護の必要な方が、どん どん増 えてい く中で、言われてい

るように、雇用 は拡大 してい くことが求め られ ます。今回の中間まとめでも、「多様な経歴の人々

が介護の仕事へ参入できるよう間口を維持 しつつ」というくだ りがあ ります。藤井委員がおつ しゃ

ったように、新 しく就業する人たちというのはケアの現場で働 き始めるわけです けれ ども、今は在

宅でも施設でも、やは り対象者の個別性に着 目した支援 ということを中心に小 さなチームで支えて

い くというのが一般的になってきている。

その ときに、新 たに就業 した人たちが、自分がどういうケアをすればいいのか とい うことを評価



して くれ る人、そ して、自分の同僚、仲間がどういうケアをしてい くのか、そのチームで実現 して

いくよ うなことをやは リマネジメン トできる人のもとにつかないと、なかなか定着 しない し、や り

がいも見えない。

そ ういう意味では、一人の専門職が知識、技術を高めるという側面 と同 じぐらい重要なのが、今

のよ うなチームマネジメン トができる人、そ して、そ ういうチームマネジメン トができることで初

めて 自分のや りたいケア というのが大きなスケールで実現できるということですか ら、そ うい うマ

ネジメン トができるとい うことをインセンティブとして持たせる、こういうことがケアの現場で今

一番求め られているような気が します。そ うい う意味では、自分がや つている行為 とか知識 、これ

を新 しい人たちや 自分のチームの人に言語化できる、説明できるという、そのような能力な ども大

変大事だ と思います。

それか ら、また別の話 としては、この介護の仕事 というのが一般的に普遍化 してまだ 日が浅いわ

けです。ですか ら、先ほ ど介護福祉士会の組織率の話も出ま したが、これからの課題はあると思 う

のです けれ ども、 しか し、これを大変魅力ある仕事に しなければいけないということだけは、ここ

に集まっている方たちは皆思つているわけです。そ ういう意味では、今、介護の仕事についている

人、あるいはこれか らつ く方がやは り目指 したいものですね。そ ういうものを しっか りとつ くって

いくということ、 これも大きなポイン トではないか と思います。

そ ういう意味では、ここに書かれているような、介護福祉士のもう一段上の ところをはつき りし

た形で見えるような仕組み をつ くつて、やは り尊敬 もされ、自分のや りたいケアが実現できるよう

な、そ ういうことと、憧れ になるような魅力のある仕事 という両面で是非 こういうものはつ くって

いつた らいいなと考 えています。

○駒村委員長 では、石橋委員、お願 いいた します。

○石橋委員 今回、より高い知識・技術をもつ介護福祉士の在 り方に関す る論点をお話 しいただい

てお りますけれ ども、これは廣江委員も先ほどおつしゃっておられ ましたように、やは り介護の現

場で働 く者が生涯意欲を持 つて働けるような仕組みづ くり、いわゆ るキヤ リア・ア ップの仕組み を

つ くってい くということが何よ り大切なのではないかなと思 っています。キャ リア・アップを して

いくためにはそれな りの能力を身につけることが必要であ り、その能力を養 うための研修の仕組み

というのも、併せて これか ら確立 していかなければいけないと思 つています。

私たち日本介護福祉士会におきま しては、そ ういう意味におきま して、介護福祉士の資格 を取 つ

た後のキャリア・ア ップに応 じた生涯研修 というのも実際に行 つているところであ ります。

先ほ どか ら議論がありま した ところですが、チーム リーダー となる、また初任者の指導係 などの

介護業務の中心的な役害1を 担 う介護福祉士を養成することとして、いわゆ るファース トステ ップの

研修 を平成 18年 度か ら行 つています。この研修については、今、検証 しているところでは ござい

ます けれ ども、受講生並びに介護現場においても効果がある、とい う実績があ りますのでt本会が

行 つているこれ らの生涯研修 を活か し、次の段階で、先ほどか ら議論があ りますような、も う少 し

多様で幅広い介護ができる、応用ができるような認定介護福祉士みたいなものをきちんと位置づけ

て、それか ら更に、いわゆ る専門領域における専門介護福祉士の養成など、そ ういう道筋ができる



ような ことが望ま しいキャ リア・ア ップの仕組みであると思つているところで ございます。

○駒村委員長  では、因委員、お願 い します。

○因委員 専門介護福祉士構想 とい うのはもう随分、た しか平成 16年 ぐらいか ら、つ くるのが望

ま しいみたいな ことをいろんな文章の中で見ているところです。現場の人たちは、業務の大変 さ、

どうい う専門性 を高めればもっといい仕事ができるか ということを考 えている人がた くさん いま

す。ですから、こういう専門介護福祉士ができるというような情報を木変期待 しながら、いつでき

るのと言つている方たちもたくさんいらっしゃることは事実です。その方たちが、社会福祉士を取

つた り、精神保健福祉士を取つた りして、介護福祉士だけではない、例えば看護師にも挑戦 したり

しています し、だから、決 して意欲がないわけではなく、600時 間どうして取るんだという以上の

ことをやっている人たちもたくさんいるのだということをつけ加えておきたいと思います。

○駒村委員長 では、田中先生。

O田 中委員 先ほど養成のところで、できるだけ現場の方がそういう資格を取れるような道筋をと

いう御意見があつたと思うのですけれども、全 く異論ございません。ただ、我々、この新カリで 2

年目になりますけれども、 1つ 、わかりやすい言葉で申し上げますと、考える介護福祉士というこ

とを標榜 しておりま して、自分でデータをもらって、そ してアセスメン トをして、そして生活支援

技術をどのように使つていくか、それによって日常生活の活動がどのように高まるか、あるいは活

動が、参加が高まっていくかと、こういうことをパッケージで教えていこうということをしている

わけですが、我々、そういう思考方法を教えることが一番人事だと思っております。

したがいま して、この新 しい、もし上位といいますか、次の目標の資格ができるということにな

つた場合に、是非ともそのような人材を現場で育てていただきたいということでありまして、それ

には、この養成にはフィール ドワークが非常に大事だという認識を持つております。したがいまし

て、そのフィール ドワークについては、勿論、現場と一緒にやっていかなければいかんわけですけ

れども、是非とも教育という視点でそういう枠組みをつくっていただきたぃと思つております。

○駒村委員長 ほかに皆様、御意見よろしゅうございますか。

そうしましたら、やや時間も余つておりますけれども、今日のところはここで締めさせてぃただ

きたいと思います。

最後にt事務局より次回の日程について報告をお願いいたします。

○事務局 次回、第 6回の日程でございますが、10月 29日 金曜日、午前を予定 してございます。

詳細につきましては、追って連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

以上です。

○駒村委員長 第 6回 においては、本国いただいた御意見を事務局に整理 していただき、ょり高い

知識・技術をもつ介護福祉士の養成について及び介護福祉士に至るまでのキャリアパスの在 り方に

ついて議論 したいと思います。

それでは、これで「今後の介護人材養成の在 り方に関する検討会」の第 5回 会議を開会いた しま

す。長時間にわたる議論:あ りがとうございました。
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